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　組合会議員に異動がありましたので、次のとおりお知らせいたします。 

 

大阪市職員共済組合組合会議員名簿 

平成21年 6 月11日現在 

任 命 議 員  互 選 議 員  

役 名  氏 名  所 属  役 名  氏 名  所 属  

理 事 長  

理事長職務代理者 

理 事  

〃 

監 事  

議 員  

〃 

〃 

〃 

〃 

学識経験監事 

柏 木 　 孝  

村 上 龍 一  

中 村 一 夫  

有 馬 宏 尚  

楞 川 義 郎  

平 松 直 樹  

高 木 　 亨  

峯 岡 武 夫  

谷 川 友 彦  

岡 田 俊 樹  

谷 川 昌 司  

副市長 

総務局 

総務局 

交通局 

水道局 

総務局 

環境局 

消防局 

天王寺区役所 

教育委員会事務局 

理 事  

〃 

〃 

〃 

監 事  

議 員  

〃 

〃 

〃 

〃 

石 子 雅 章  

中 村 義 男  

三 戸 一 宏  

山 下 博 司  

大 倉 英 子  

中 原 康 夫  

吉 田 隆 一  

橋 口 博 之  

藤 村 信 孝  

砂 田 昌 宏  

建設局 

交通局 

水道局 

北区役所 

市民局 

環境局 

環境局 

消防局 

交通局 

住之江区役所 
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－地方公務員共済組合連合会からのお知らせ－ 
 
�はじめに 
　本年は地方公務員共済年金の「財政再計算」を行う年となっています。 
　財政再計算では、掛金・負担金、運用利息などの収入及び年金給付額、基礎年金拠出金などの支出に
ついて、公務員共済の過去の実績値などに基づき予想額を推計し、将来にわたって収支の均衡が図れる
よう、保険料率（掛金率と負担金率の合計）の見直しを行います。この作業は、地方公務員共済組合連
合会において行います。 
　保険料率の改定時期については、本年9月が予定されており、それに向けて現在、地方公務員共済組
合連合会では財政再計算のための準備の作業を進めています。 
　今回財政再計算を行い、将来の年金財政を健全に運営していくための保険料率を算定することとなり
ますので、組合員の皆様のご理解をいただきたいと思います。 
　そこで、まず、地共済年金財政の現状について説明します。 
 
�組合員1.8人で退年相当受給権者1人を支えています 
　組合員数は、昭和40年代から昭和50年代の前半にかけて大幅に増加し、平成6年度で334万人のピーク
に達した後、減少に転じ、平成19年度末では299万人となっています。このところ、組合員数は年平均
1.2％減少しています。 
　一方、退年相当受給権者数（注1）は、制度発足以来、年々増加し、平成19年度末では167万人に達して
います。 
　この結果、昭和48年度末では組合員9.0人（大阪市：6.2人）で退年相当受給権者1人を支えていましたが、
平成19年度末では組合員1.8人（大阪市：1.4人）で退年相当受給権者1人を支えている状態となっています。 

（注１）退年相当受給権者数とは、組合員期間が20年以上ある退職共済年金受給権者数と、退職年金・減額退職年金受給権者
数の合計のことです。 

 
図１　組合員数と年金受給権者数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注２）全体の年金受給権者数には、退年相当受給権者以外に、障害、死亡を事由とする年金（障害共済年金、遺族共済年金
等）など全ての受給権者が含まれています。 

（注３）年金扶養比率とは、退年相当受給権者1人を組合員何人で支えているかという指標です。 

地共済年金財政の現状について 庶
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�収入の9割が支出に充てられています 
　年金給付や基礎年金拠出金などは、掛金・負担金（注4）や積立金の運用利息などによって賄われてい
ます。 
　平成19年度では、収入総額は6兆708億円、支出総額は5兆6,252億円であり、その差4,456億円は将来の
保険料負担の軽減等に充てるための積立金に積み立てられました。 
　収入に対する支出の割合（以下、収支割合（注5）という。）は、平成5年度では71.4％でしたが、組合員
数の減少により収入が伸び悩む一方、支出は年金受給権者数の増により増加したため、平成16年度に
96.0％に上昇しました。その後、平成17年度、平成18年度は、積立金の運用環境が好転し、運用収益が
増えたことから、88.2％、86.1％と低下しましたが、平成19年度には再度上昇し、92.7％となっています。 
　組合員数の減少、年金受給権者数の増加の傾向は今後も続くと見込まれ、収支割合はますます高くな
っていくものと思われます。 

（注４）掛金は組合員が、負担金は地方公共団体がそれぞれ負担するもので、その負担割合は折半とすることとされています。 
（注５）収支割合＝支出総額／収入総額×100（％） 

 
図２　収入と支出の関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�おわりに 
　近年、組合員数が減少する一方、年金受給権者数は増加しており、これらのことは、年金財政に大き
な影響を与えますが、特に組合員数については、今後引き続き減少することが見込まれますので、注視
していく必要があると思われます。 

 
地方公務員共済組合連合会 
http://www.chikyoren.go.jp 

東京都港区赤坂8－5－26赤坂DSビル 
 
　この記事の詳細については、当連合会ホームページから、「年金関連情報の・財政再計算（掛金率の改定等）」→「平成21年
財政再計算」→「平成21年財政再計算に向けて（解説記事）地共済年金財政の現状について」をご参照ください。 
　また、財政再計算についての関連情報等については、上記ホームページに適時掲載していきますので、ぜひご覧ください。 
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　平成21年 4 月 1 日付けで、経理係を廃止し、次のとおり事務局体制を変更しましたのでお知

らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　当共済組合で管理している地方公務員共済組合や国家公務員共済組合に加入した期間に係る

共済年金の加入記録をお知らせします。 

�お知らせする内容 
　平成21年 3 月31日現在の公務員共済年金期間とその合計月数、給料及び期末手当等の記録、

将来の退職共済年金の見込額等 

�配布方法 

　　所属所を通じて組合員へ配布いたします。 

�送付時期 

　　平成21年 7 月下旬（予定） 

事務局体制の変更について 

「公務員共済年金のお知らせ」の送付について 
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組合会等会議の運営に関すること 
組合員の資格に関すること 
組合員の基礎年金番号及び給料記録に関すること 
ホームページ等広報に関すること 
予算、決算及び物品に関すること 
財産計画及び資金計画に関すること 
出納に関すること 
拠出金及び交付金に関すること 
掛金・負担金の調定・収納に関すること 
入札、契約等に関すること 
被扶養者の認定に関すること 
組合員証の発行に関すること 
保健給付に関すること 
休業給付に関すること 
災害給付に関すること 
第三者行為による損害賠償の請求に関すること 
国民年金第３号被保険者に関すること 
年金給付（退職・障害・遺族）に関すること 
年金受給者（前歴・加入期間）に関すること 
障害審査会に関すること 
住宅等貸付事業に関すること 
融資あっせん、住宅あっせん事業に関すること 
検診事業に関すること 
健康教育、健康相談に関すること 
特定健診・特定保健指導事業に関すること 

 
 
 
 

庶 務 係  
 
 
 
 
 
 
 
 
医療給付係  
 
 
 
 
年金給付係  
 
 
 
事 業 係  

※　旧経理係の所管事務は、庶務係に移管し、庶務係の所管事務であった国民年金第 3 号被保

険者に関する事務については、医療給付係に移管いたしました。 
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柔道整復師で施術を受けた後、内容を確認し、書類に署名をしていますか？ 
　この書類は、本来、みなさんが共済組合に請求する保健給付金を、柔道整復師がみなさんに
代わり請求するための用紙になります。記載された内容に誤りがあると、共済組合から柔道整
復師への支払いが遅れる原因になりますので、内容に誤りがないか、よく確認してください。
また、必ず、組合員ご自身で署名をするようにしてください。 
 

①　負傷箇所・治療箇所 
②　通院日数 
③　一部負担金（窓口で支払った金額） 
④　署名（家族が患者の場合でも、組合員の名前を署名します） 

 
また、通院が長引く場合は、内科的要因（糖尿病による神経障害、高血圧や動脈硬化など）に
よる治療が必要な場合もあります。一度、病院などで医師の診察を受けてみましょう。 

確認する事項 

整骨院・接骨院（柔道整復師）で確認しましょう！ 医
療
給
付
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　共済組合（健康保険）の被扶養者について、就職や結婚など、生計維持関係に変更があった

場合は、所属所を経由して共済組合に届出をしていただく必要があります。特に春は異動の多

い季節ですので、忘れずに届出をお願いします。 

 

�共済組合の扶養認定の要件 
　組合員と、次の続柄の方で、主として組合員の収入により生計を維持している方が対象と

なります。 

①配偶者（内縁を含む）　　②子・孫　　③弟・妹　　④父母・祖父母 

⑤上記以外の三親等内の親族 

⑥組合員と内縁関係にある配偶者の父母及び子 

 

※⑤、⑥の方は組合員と同居している必要があります。 

 

　次の条件に該当する方は、共済組合の被扶養者として認定されません。 

①共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である方。 

②組合員と他の親族に共同して扶養されている場合で、社会通念上、組合員が主たる生計

維持者ではないと判断される方。 

③年間収入が130万円以上の方。ただし、障害年金受給者や、60歳以上の公的年金受給者は

180万円以上の方。 

 

　上記の基準をもとに、被扶養者として認定できるかを個々に判断することとな

ります。 
 

　退職や出生により、新たに被扶養者として家族を認定する申請を行う場合は、事実発生の日

から30日以内に届出ることとなっています。 

　30日を経過してから届出ると、所属所が受け付けた日が扶養の認定日となってしまいますの

で、ご注意ください。 

　また、就職等により、被扶養者を減員する場合には、速やかに届出をいただきますよう、お

願いします。 

 

�共済組合の収入の考え方について 
　共済組合における年間収入は、課税・非課税を問わず、恒常的な収入が全て対象となります。

各種控除金を控除した後の金額である所得金額や給料支給額とは異なり、支給された全ての金

額が対象となります（交通費等も含まれます）ので、注意してください。 

扶養の届出を忘れずに！！ 医
療
給
付
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　当共済組合では、診療を受けた際に自己負担額から25,000円を控除した額（100円未満切捨て）

を支給する附加給付制度があります。 

　お住まいの市町村・都道府県が行っている次のような医療費助成制度の適用を受けている場

合、附加給付金の額を調整しますので、当共済組合まで必ずご連絡ください。（お住まいの市

町村によっては呼名が違う場合もありますのでご注意ください。） 

①乳幼児医療費助成制度 

②重度障害者医療費助成制度 

③ひとり親家庭医療費助成制度 

④一部負担金相当額等一部助成制度 

⑤小児ぜん息等医療費助成制度 

 

　次のような変更があった場合は、その都度、当共済組合にご連絡いただきますようお願いし

ます。 

● 助成制度の適用を受けなくなったとき 

● 対象年齢や負担割合が変更になったとき 

● 居住地に変更があったとき 

 

　ただし大阪府下にお住まいの方につきましては、「小児ぜん息等医療費助成」以外の医療費

助成については、ご連絡は不要です。 

 

※窓口負担をしていないにもかかわらず附加給付を受けていた場合には、返還していただく

ことになりますので、ご注意ください。 

 

医療費助成制度の医療証をお持ちの方へ 医
療
給
付
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表１　受給資格期間の特例 
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　特例による退職共済年金は、次の「受給資格
期間」と「支給開始年齢」の両方を満たした場
合に支給されます。               
               
� 1　受給資格期間  
                             
　次のどちらかに該当する必要があります。          
①　共済組合の組合員期間が25年（※）以上               
 
②　共済組合の組合員期間（1年以上）と厚生
年金保険等や国民年金の加入期間の合計が
25年（※）以上 

 
　※　国民年金の加入期間を含まない場合は、生年月日に応じ、表１の年数になります。 
 
� 2　支給開始年齢  
 
　支給開始年齢については、表2の給料比例部分支給開始年齢から共済年金（給料比例部分）が
支給され、満額支給開始年齢から、共済年金（定額部分）もしくは老齢基礎年金が加算されま
す。 
　ただし、昭和36年4月1日以前生まれの人で、障害等級3級以上の障害の状態にある人または組
合員期間が44年以上ある人については、表2の給料比例部分支給開始年齢から共済年金（定額部
分）が加算されます。                            
　65歳から支給される老齢基礎年金については、退職共済年金とは別に社会保険庁から支給さ
れます。 
表２　退職共済年金の支給開始年齢 

生　　年　　月　　日 

昭和27年4月1日以前 

昭和27年4月2日～28年4月1日 

昭和28年4月2日～29年4月1日 

昭和29年4月2日～30年4月1日 

昭和30年4月2日～31年4月1日 

昭和31年4月2日以後 

年数 

20年 

21年 

22年 

23年 

24年 

25年 

生 年 月 日  給料比例部分 
支給開始年齢 

満 額 支 給  
開 始 年 齢  

退 職 共 済 年 金 の イ メ ー ジ 図   

昭18.4.2～20.4.1 

昭20.4.2～22.4.1 

昭22.4.2～24.4.1 

昭24.4.2～28.4.1 

昭28.4.2～30.4.1 

昭30.4.2～32.4.1 

昭32.4.2～34.4.1 

昭34.4.2～36.4.1 

昭36.4.2～ 

60歳 

60歳 

60歳 

60歳 

61歳 

62歳 

63歳 

64歳 

65歳 

62歳 

63歳 

64歳 

65歳 

65歳 

65歳 

65歳 

65歳 

65歳 

　　　　共済年金（給料比例部分）　　　　　　　　本来の退職共済年金             
　　　　共済年金（定額部分）　　　　　　　　　　老齢基礎年金             
※　なお特定消防職員の方は、上記表の生年月日より6年遅れのスケジュールとなります。  

特例による退職共済年金の支給について 
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大阪市職員共済組合 
大阪市北区中之島1-3-20 
（大阪市役所内） 

電話：庶　務　係  
 
　　　医療給付係  
　　　年金給付係  
　　　事　業　係  
 
URL：http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/

―――――――― ―――――――― 

　生命の源である水・生活の場としての川を見直し、美しい

「水の都」の復興を広く伝える市民参加型イベント、それが

「水都大阪2009」です。52日間の会期中、水辺を楽しむ100

を越えるワークショップや、「灯りプログラム」、アート船

の巡航など、中之島公園がさながら夢と灯りのアイランドへ

と変貌します。また、船着場での朝市やマーケット、「北浜

テラス（大阪川床）」、市民ガイドが船クルーズやまち歩きの

案内をする「OSAKA旅∞（おおさかたびめがね）」など、水

の都大阪の魅力を満喫できるプログラムを数多く用意してい

ます。ご家族そろって、ぜひ会場へ足をお運びください。 

 

水都大阪2009 

期　　間：2009年 8 月22日（土）～10月12日（祝・月）〔52日間〕 

会　　場：中之島公園・八軒家浜周辺、水の回廊を中心とし

た大阪市内各所 

U　R　L：http://www.suito-osaka2009. jp 

お問合せ：水都大阪2009実行委員会事務局 

　　　　　　　TEL：7506―9024

水都大阪2009　この夏開催！（表紙） 




